
 

2024年度年末手当「会社回答」 
 

１．基準額 

基準額は、上記の状況を総合的に勘案し基準内賃金の 2.8 ヶ月分とし、さらにこれま

で社員の皆さん一人ひとりが取り組んできた構造改革の進展と成果、物価上昇等の社

会情勢の変化に伴う社員の皆さんの生活実感を踏まえ、特に0.1ヶ月分を加算し2.9

ヶ月分とする。 

 

2．支給日（予定） 

令和 6年 12月 3日(火)とする。 
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2024年度年末手当「会社回答」!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央本部は席上妥結せず、持ち帰り検討を通告!! 

E-mail  naga-30-naga@hotmail.co.jp 


